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◆家庭から排出される「蛍光灯管の電話申し込みによる訪問回収」を実施しています　　　　　　　　家庭から排出される蛍光灯管（電球・グロー球・ＬＥＤを除く）
※会社や商店、マンションの共用部等、事業活動に伴うものは回収できません。蛍光灯を処理できる産業廃棄物処理業者にご相談ください。
　　　 環境局 中部環境事業センター出張所（浪速区塩草２-１-１）　☎6567-0750　　   6567-0721（月～土の8:30～17：00　祝日を含む（1/1～1/3を除く））問合せ
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